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お気軽にご相談ください！ ご相談だけでもかまいません
私たちは、お客様一人ひとりに合わせた保険をコンサルティングいたします。

■生命保険相談のご案内
生命保険に関するご相談を
受け付けています。

■保険資料請求ご案内
商品のことや保険料のことを
パンフレットで確認したいという方に
わかりやすく説明した資料をお渡し
させていただきます。

もしもの時の死亡保障は一生涯で、保険料払込期間中の解約返戻金を無配当終身保険の70％と
することにより、保険料は無配当終身保険と比べ割安です。また、「低解約返戻金期間」満了後の
解約返戻金は、無配当終身保険と同水準になります。また、特約を付けることで、三大疾病で所定
の状態になった場合には、以後の保険料のお払い込みが免除されます。

保険料のお払い込みは働き盛りのうちに終了、保障は一生
涯続きますので安心して老後をお過ごしいただけます。

保険料払込期間の最終の保険年度末までの期間を「低解約
返戻金期間」としています。その期間は、解約返戻金を「無配
当終身保険」の70％に抑えていますので、その分保険料は割
安となっています。

低解約返戻金期間経過後の解約返戻金は無配当終身保険
の解約返戻金※と同水準です。
※ただし、保険料払込期間満了日までの保険料をすべてお

支払いいただくことを要します。解約された場合、以後の保障
はなくなります。

三大疾病で所定の状態になった場合、以後の保険料のお
払い込みは必要ありません。詳しくは、お問合せください。

もしものときの一時的な費用をサポートする保険です。


